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(57)【要約】
　バッテリをプリチャージするハイブリッド車のための
システム及び方法。ハイブリッド車は、充電状態（Ｓｔ
ａｔｅ　ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ：ＳＯＣ）を有するバッテ
リと、バッテリを充電するように構成されたエンジンと
、オン状態とオフ状態を有する作動装置と、作動装置が
オン状態に切り替えられたときに、充電状態が所要の充
電状態に到達するまで、エンジンを作動してバッテリを
充電するように構成されたプロセッサと、を有する。所
要の充電状態は、運転手により入力されてもよく、且つ
、ハイブリッド車により用いられる通常の最大の充電状
態を超えてもよい。プリチャージ機能は、通常のハイブ
リッド車のバッテリマネジメントロジックを覆すことが
できる。所要の充電状態は、電池残量を使い果たすこと
なく運転手に後退操作を可能にさせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッド車をプリチャージするためのシステムであって、
　充電状態を有するバッテリと、
　前記バッテリに接続され且つ前記バッテリを充電するように構成されたエンジンと、
　オン状態及びオフ状態を有する作動装置と、
　前記バッテリ及び前記エンジンに接続され、且つ、前記作動装置がオン状態に切り替え
られたときに、前記充電状態が所要の充電状態に到達するまで前記バッテリを充電するた
めに、前記エンジンを作動するように構成されたプロセッサと、
　を有するシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記作動装置は、前記充電状態が前記所要の充電
状態に到達したときに、オフ状態に切り替えられる、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、前記プロセッサは、前記充電状態が前記所要の充
電状態に到達する前に、前記作動装置がオン状態からオフ状態に切り替えられたときに、
前記バッテリの充電を停止する、システム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、前記所要の充電状態は、前記プロセッサにより決
定される最大の充電状態よりも大きい、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、充電状態ウィンドウがユーザによる条件入力に基
づき拡大される、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、充電状態領域が自動的に拡大される、システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、前記作動装置は、前記ハイブリッド車のインスト
ルメントパネルにボタンを有する、システム。
【請求項８】
　ハイブリッド車であって、
　充電状態を有するバッテリと、
　前記バッテリを充電するように構成されたエンジンと、
　オン状態及びオフ状態を有する作動装置と、
　前記作動装置がオン状態に切り替えられたときに、前記充電状態が所要の充電状態に到
達するまで、前記エンジンを作動するように構成されたプロセッサと、
　を有する車。
【請求項９】
　請求項８に記載のハイブリッド車であって、前記所要の充電状態は、前記車に後退走行
操作を実行することを許可する、車。
【請求項１０】
　請求項９に記載のハイブリッド車であって、前記後退走行操作は、斜面に後退で並列駐
車する、車。
【請求項１１】
　請求項９に記載のハイブリッド車であって、前記後退走行操作は、前記車に取り付けら
れたトレーラーとともに後退する、車。
【請求項１２】
　請求項８に記載のハイブリッド車であって、所要の充電状態領域がインストルメントパ
ネルを介してユーザによる条件入力に基づき拡大される、車。
【請求項１３】
　請求項８に記載のハイブリッド車であって、所要の充電状態ウィンドウが自動的に拡大
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される、車。
【請求項１４】
　ハイブリッド車をプリチャージするための方法であって、
　作動装置からのオン信号を受け取るステップと、
　エンジン及びバッテリと連動したプロセッサを使用して、前記作動装置がオン状態のと
きに、前記エンジンを作動するステップと、
　前記エンジンを使用して、前記バッテリの充電状態が所要の充電状態に到達するまで、
前記バッテリを充電するステップと、
　を有する方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、前記作動装置は、前記ハイブリッド車のインストル
メントパネルにボタンを有する、方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法であって、前記所要の充電状態は、自動的に決定される、方法
。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の方法であって、前記所要の充電状態は、ユーザ定義条件から決定さ
れる、方法。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の方法であって、前記作動装置は、前記充電状態が前記所要の充電状
態に到達したときに、オフ状態に切り替える、方法。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の方法であって、前記所要の充電状態は、前記プロセッサにより決定
される最大の充電状態よりも高い、方法。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の方法であって、前記オン信号を受け取る前記ステップは、前記オン
信号を発する時間又は位置に応じて前記作動装置から前記オン信号を受け取るステップ、
をさらに有する、方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、バッテリ充電に関し、特に、ハイブリッド車のバッテリが充電され
るときの制御をユーザに提供するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハイブリッド車は、環境影響に関心のある消費者の間で加速度的に普及している。ハイ
ブリッド車は、電気推進システムと連動した内燃エンジンを利用する。このハイブリッド
システムにより、ハイブリッド車は、従来の車両よりも燃費の向上を達成し、内燃エンジ
ンのみを利用した従来の車両を操作するときに通常発生する有毒な副生成物の生成を低減
して、個人の二酸化炭素排出量の軽減に役立つ。この電気推進システムは、バッテリによ
り稼働され、再充電を要する。ハイブリッド車において、ハイブリッドシステム制御ロジ
ックは、バッテリの充電状態を監視して、バッテリの再充電をするときを判定する。ハイ
ブリッドシステム制御ロジックは、エンジンを作動して、必要に応じてバッテリを充電す
る。特定の性能範囲において、エンジンは、バッテリを充電するためにオンにすることを
強いられる。これは、運転手にバッテリの充電状態を常に又は能動的に管理させる必要が
なく、車両を運転させることができる。運転手は、バッテリを充電するときを直接制御し
ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　通常のハイブリッドシステム制御ロジックは、バッテリを充電するときを自動で判定し
、バッテリの充電状態を維持する。しかし、特定の走行操作は、通常のバッテリの充電状
態から利用可能な電力よりもより多くの電力を必要としうる。例えば、斜面にある駐車場
に後退で並列駐車又はトレーラーとともに後退というように、車両を後退で運転する場合
に、車両は、通常の操作で期待されるよりも多くの電力を必要としうる。残念ながら、バ
ッテリの充電状態が減少すると、車両が十分な電力を有さないため、運転手は、このよう
な操作を実行するのが困難になりうる。運転手は、このような操作が実行されるときをよ
り上手く予想又は認識できるかもしれない。このように、望ましい時間でバッテリの充電
をするためには、運転手に手動でエンジンを作動させる必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本出願は、ハイブリッド車のバッテリのためのプリチャージ機能を説明する。プリチャ
ージ機能は、バッテリ充電を強いる通常のハイブリッド車バッテリマネジメントを覆すこ
とができる。バッテリは、充電状態（Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｃｈａｒｇｅ：　ＳＯＣ）が通
常のハイブリッド車バッテリマネジメントシステムを用いて最適化された上限閾値充電状
態を超えて充電されてもよい。
【０００５】
　一実施形態において、ハイブリッド車をプリチャージするためのシステムは、充電状態
を有するバッテリと、前記バッテリに接続され且つ前記バッテリを充電するように構成さ
れたエンジンと、オン状態及びオフ状態を有する作動装置と、前記バッテリと前記エンジ
ンに接続され、且つ、前記作動装置がオン状態に切り替えられたときに、前記充電状態が
所要の充電状態に到達するまで前記バッテリを充電するために、前記エンジンを作動する
ように構成されたプロセッサと、を有する。
【０００６】
　別の実施形態において、ハイブリッド車は、充電状態を有するバッテリと、前記バッテ
リを充電するように構成されたエンジンと、オン状態及びオフ状態を有する作動装置と、
前記作動装置がオン状態に切り替えられたときに、前記充電状態が所要の充電状態に到達
するまで、前記エンジンを作動するように構成されたプロセッサと、を有する。
【０００７】
　さらに別の実施形態において、ハイブリッド車をプリチャージするための方法は、作動
装置からのオン信号を受け取るステップと、エンジン及びバッテリと連動したプロセッサ
を使用して、前記作動装置がオン状態のときに、前記エンジンを作動するステップと、前
記エンジンを使用して、前記バッテリの充電状態が所要の充電状態に到達するまで、前記
バッテリを充電するステップと、を有する。
【０００８】
　本開示の他のシステム、方法、機能、及び利点は、以下の図面及び詳細な説明の審査の
上で、当業者に明らかであり又は明らかになる。このような追加的なシステム、方法、機
能及び利点の全ては、本明細書中に含まれ、本開示の対象の範囲内にあり、添付のクレー
ムにより保護されることを意図する。図面に表す構成要素は、同一縮尺である必要はなく
、本開示の重要な機能を効果的に図示するために強調されてもよい。複数の図面中、同種
の参照番号は、異なる図を通して同種の部品を指し示す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態によるハイブリッド車の動力伝達装置の図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による通常の後退中におけるエンジンと２つの電動発電機
との関係のノモグラフである。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態による低充電状態で後退中におけるエンジンと２つの電動
発電機との関係のノモグラフである。
【図３】本発明の一実施形態によるプリチャージロジックのフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態による充電状態の履歴のグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明のあらゆる機能の実施形態を実施する装置、システム及び方法は、図面を参照す
るとともに後述される。図面及び関連する記述は、本出願のいくつかの実施形態を説明す
るために与えられるが、本出願の範囲を限定するものではない。複数の図面を通して、参
照番号は再利用され、参照される要素間の対応を示す。
【００１１】
　一実施形態において、図１に示すように、本出願は、ハイブリッド車を含む。ハイブリ
ッド車１００は、駆動力ユニット１０５及び車輪１７０を含む。駆動力ユニット１０５は
、エンジン１１０、電動発電機１９１、電動発電機１９２、バッテリユニット１９５、バ
ッテリモジュール１９６、インバータボックス１９７、ブレーキペダル１３０、ブレーキ
ペダルセンサ１４０、変速機１２０、ハイブリッド制御モジュール１０７、ボタン１８０
、センサ１８２及びシフタ１８４を含む。ハイブリッド制御モジュール１０７は、メモリ
１６０及びプロセッサ１５０を含む。
【００１２】
　エンジン１１０は、主に車輪１７０を駆動する。エンジン１１０は、内燃エンジンであ
ってもよい。内燃エンジンは、ガソリン、エタノール、ディーゼル、バイオ燃料又は燃焼
に適した他のタイプの燃料といったような燃料を燃焼する。エンジン１１０によるトルク
出力は、変速機１２０により受信される。電動発電機１９１と１９２は、同様に変速機１
２０へトルクを出力することもできる。エンジン１１０と電動発電機１９１及び１９２は
、遊星ギヤ（図１に図示しない）を通して連結されてもよい。変速機１２０は、車輪１７
０に印加トルクを送る。エンジン１１０によるトルク出力は、車輪１７０に対する印加ト
ルクに直接転換されない。
【００１３】
　電動発電機１９１及び１９２は、走行モードでトルクを出力するモーターとして機能し
、且つ、再生モードでバッテリユニット１９５を再充電する発電機として機能する。電動
発電機１９１及び１９２からの、又は電機１９１及び１９２に対して送られる電力は、イ
ンバータボックス１９７を経由してバッテリユニット１９５を通過する。ブレーキペダル
センサ１４０は、ブレーキペダル１３０に加わる圧力を検出でき、車輪１７０に対する印
加トルクにさらに作用しうる。シフタ１８４は、運転手に前方向と後方向の間で切り替え
させる。
【００１４】
　センサ１８２は、ハイブリッド車１００の操作を補助しうる１つ又は複数のあらゆるセ
ンサであってもよい。センサ１８２は、変速機１２０の出力軸に接続される速度センサで
あってもよく、プロセッサ１５０により車両速度に変換される速度入力を検出する。セン
サ１８２は、ハイブリッド車の車体に接続される加速度センサであってもよく、減速トル
クに応じてハイブリッド車１００の実際の減速を検知する。センサ１８２は、ハイブリッ
ド車１００が走行する路面のグレードを検出可能なグレードセンサであってもよい。セン
サ１８２は、ハイブリッド車１００の位置を検出可能なＧＰＳユニットであってもよい。
【００１５】
　ボタン１８０は、ハイブリッド車１００のインストルメントパネル（図１に図示しない
）にあるボタンであってもよく、又は、ハンドルの上若しくは近く又はダッシュボードの
上のように運転手の手が届く範囲に配置されてもよい。ボタン１８０は、オン状態及びオ
フ状態を有するスイッチ又は他の同様な装置であって、オン又はオフの状態を示す信号を
送信可能な装置であってもよい。任意の選択で、ボタン１８０は、オン又はオフとして解
釈しうる信号を送信可能な表示スクリーン上のタッチセンサー領域であってもよい。プロ
セッサ１５０は、表示スクリーンに接続され、ボタン１８０からの信号を検知してプリチ
ャージロジックを作動してもよい。
【００１６】
　変速機１２０は、ハイブリッド車に適した変速機である。変速機１２０は、電動発電機
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１９１及び１９２とともにエンジン１１０と連動する電気式無段変速機（Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌｌｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ：Ｅ
ＣＶＴ）となりうる。変速機１２０は、エンジン１１０及び電動発電機１９１と１９２の
組合せからトルク出力を送ることができる。プロセッサ１５０は、変速機１２０を制御し
、メモリ１６０に保存されたデータを用いて車輪１７０に送られる印加トルクを決定する
。例えば、プロセッサ１５０は、特定の車両スピードで、エンジン１１０が車輪１７０に
対する印加トルクのごく一部を与えるべきとする一方で、電動発電機１９１が印加トルク
の大部分を与えるべきと決定をしてもよい。プロセッサ１５０及び変速機１２０は、車両
速度とは無関係にエンジン１１０のエンジン速度を制御することができる。
【００１７】
　バッテリユニット１９５は、車両で利用できる再充電可能なバッテリであり、且つ、複
数の電池を含めてもよい。バッテリモジュール１９６は、バッテリユニット１９５の充電
状態及び／又はハイブリッド車１００の充電状態を判定するプロセッサ１５０に送信され
る変数を測定可能である。バッテリモジュール１９６は、バッテリユニット１９５の電圧
、電流、気温、電荷受容性、内部抵抗、自己放電、磁気特性、健康状態及び／又は他の状
態又は変数を測定してもよい。他の実施形態において、充電状態は、クーロンカウンティ
ング、量子機構、インピーダンス分光法又は比重計により判定される。他の実施形態にお
いて、バッテリモジュール１９６は、バッテリマネジメントシステム（ＢＭＳ）であって
、内蔵のセンサ及びプロセッサを使用してバッテリユニット１９５の充電状態を判定する
。別の実施形態において、ハイブリッド車１００は、ＢＭＳを含まなくてもよく、且つ、
プロセッサ１５０は、バッテリモジュール１９６からのセンサデータを使用してハイブリ
ッド車１００の充電状態を判定してもよい。
【００１８】
　一実施形態において、プロセッサ１５０は、バッテリユニット１９５又はハイブリッド
車１００の現在の充電容量に対して、バッテリユニット１９５又はハイブリッド車１００
に保存される電力値に基づき、車両の充電状態のパーセンテージ又は割合を判定してもよ
い。蓄積エネルギーは、充電、回生ブレーキ又は他の手段を通して得られてもよい。別の
実施形態において、充電状態は、バッテリユニット１９５又はハイブリッド車１００のた
めの基準容量に対する蓄積エネルギー値に基づき判定されてもよい。さらに別の実施形態
において、充電状態は、バッテリユニット１９５又はハイブリッド車１００と関連付けた
別の所定値に対するパーセンテージ又は割合として測定されてもよい。従来技術において
知られている充電状態のパーセンテージ、値又は数を判定する他のシステム又は方法は、
本開示の範囲を限定することなく使用されてもよい。
【００１９】
　従来の車両は、トルク変換装置又はクラッチを使用し、後退に切り替えたときにエンジ
ンからのトルクを逆作動する。しかし、ハイブリッド車は、後退ギヤを有しないＥＣＶＴ
を使用する。エンジンは、後退ギヤなしで、一方向のみにトルクを生成し、エンジンは、
車両を後退するために使用できない。代わりに、電動発電機が遊星ギヤを通して車輪に接
続される。逆作動するために、電動発電機は、逆トルクを生成する。エンジンは、ハイブ
リッド車が後退するときには使用されない。このように、ハイブリッド車は、後退のため
にはバッテリ電力にのみ依存する。
【００２０】
　バッテリユニットが十分な充電状態を有するとき、ハイブリッド車は、後退操作を実行
してもよい。斜面にある駐車場に後退で並列駐車又は取り付けられたトレーラーとともに
後退というように、特定の後退操作は、より多くの電力を必要とし、より高い充電状態を
要する。充電状態が不十分なとき、ハイブリッド車は、バッテリユニットを再充電し且つ
充電状態を増やすため、通常はエンジンをオンにする。ハイブリッド車は、通常運転中の
充電状態を管理し、燃焼効率を考慮しながら最低限の充電状態を維持する。しかし、ハイ
ブリッド車は、運転手が後退走行操作の実行を望むときを予測しない。
【００２１】
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　図２Ａと図２Ｂは、エンジン及びＭＧ１とＭＧ２とラベル付けされた２つの電動発電機
のトルクの間の関係を示すノモグラフを表す。エンジンは、図１中のエンジン１１０と対
応しえ、ＭＧ１及びＭＧ２は、図１中の電動発電機１９１と１９２に対応しうる。エンジ
ン、ＭＧ１及びＭＧ２は、遊星ギヤにより接続されているので、エンジン、ＭＧ１及びＭ
Ｇ２は、完全に他から独立してトルクを生成することはできない。より具体的には、エン
ジン、ＭＧ１及びＭＧ２は、遊星ギヤにより接続されているので、これらの要素のうちの
一つがそのｒｐｍ（ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓ　ｐｅｒ　ｍｉｎｕｔｅ：毎分あたりの回転
数）を変化させると、他の要素にも影響する。ｙ軸は、正及び負のｒｐｍに対応する。Ｍ
Ｇ２は、さらに車輪に接続されているので、ＭＧ２のｒｐｍもまた、車両速度と直接関係
する。ＭＧ２が正のｒｐｍを有するとき、車両は前方向に走行する。ＭＧ２が負のｒｐｍ
を有するとき、車両は後退する。矢印は、正又は負のいずれのトルクも描写する。
【００２２】
　図２Ａは、車両の通常後退のノモグラフ２００を表す。エンジンは、車両を後退させる
負トルクを生成できず、且つ、それ故に、エンジンが停止する。エンジンは、０ｒｐｍを
有し、且つ、０トルクを生成する。ハイブリッドシステムは、充電状態を監視し、且つ、
バッテリは、通常は後退するための十分な充電状態を有するため、エンジンは、バッテリ
を再充電する必要がない。変速機の出力軸に接続されたＭＧ２は、ハイブリッド車を後退
走行に変える負トルク２０２を生成する。十分な充電状態で、ＭＧ２は、ハイブリッド車
が後退操作を実行できる十分な負トルクを生成する。
【００２３】
　図２Ｂは、充電状態が後退操作を実行するのに不十分であるときの場合のノモグラフ２
５０を表す。充電状態が低過ぎるとき、ハイブリッドシステムは、通常はエンジンをオン
にしてバッテリを再充電する。エンジンは、正のｒｐｍを有し、幾分かの正トルク２５４
を生成する。ＭＧ１は、正のｒｐｍと負のトルク２５２を有するとバッテリを再充電する
。しかし、遊星ギヤにより、エンジンが正トルク２５４を生成し、且つ、ＭＧ１が負トル
ク２５２を生成するとき、逆トルク２５８が生成される。ＭＧ１からの逆トルク２５８は
、ＭＧ２からの所望の負トルク２５６を効果的に相殺する。完全に相殺されないとしても
、負トルク２５６は、斜面上で後退するとき、逆トルク２５８及び重力の力の両方に打ち
勝つのに不十分であるかもしれない。これは、エンジン回転、ＭＧ１及びＭＧ２の回転を
もたらすが、ハイブリッド車の動作はもたらさない。このように、ハイブリッド車は、Ｍ
Ｇ１、ＭＧ２及びエンジンが作動する間に燃料を燃焼するが、後退走行をするわけではな
いので、運転手を苦しい状況に置く。運転手は、次いで、シフト操作の選択肢を駐車とし
て放置し、動かないままでバッテリを再充電する。
【００２４】
　この苦境を防止するために、運転手は、運転手が後退操作を実行する前に、ハイブリッ
ド車１００にバッテリユニット１９５をプリチャージさせたいと思うかもしれない。後退
操作を見込んで、運転手は、ハイブリッドシステムにバッテリを充電することを指示した
いと思うかもしれないが、現在のハイブリッドシステムは、その選択肢を運転手に与えな
い。むしろ、運転手は、通常運転から十分にバッテリが充電されることを望んだであろう
。さもなければ、運転手は、再充電のために駐車場で無為に時を過ごすことになる。ハイ
ブリッド車１００は、手動でプリチャージを強いるという選択肢を運転手に有利に提示し
、ハイブリッドシステムの通常のバッテリマネジメントを覆す。
【００２５】
　図３は、本開示の一実施形態によるプリチャージの方法を描くフローチャート３００を
表す。ステップ３１０は、運転手及び／又はプロセッサ１５０により作動装置からオン信
号を受け取る。ハイブリッド車１００において、ボタン１８０は、オン状態に切換可能で
あり、あるいはプロセッサ１５０に信号を送信する。
【００２６】
　運転手は、ボタン１８０を介してプリチャージロジックをオンにする決定をしてもよい
。別の実施形態において、プロセッサ１５０は、特定の条件に合致したときにプリチャー
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ジロジックを自動的に作動してもよい。メモリ１６０は、運転手からの手動入力からの、
又は、行動履歴からのいずれかで、プリチャージ機能が共通に使用される位置を保存して
もよい。例えば、運転手は、丘の上に住んでいる可能性があり、丘の上で縦列駐車をする
前にプリチャージを要する。センサ１８２は、ＧＰＳユニットであってもよく、ハイブリ
ッド車が丘に近付いていくとプロセッサ１５０に警告する。プロセッサ１５０は、周辺を
さらに考慮して、プリチャージが必要か否かを判定する。例えば、運転手は、センサ１８
２により検出されたトレーラーパークの近くにいる可能性があるが、トレーラーを後退牽
引することを見越してプリチャージを始動してもよい。位置を保存することで、プロセッ
サ１５０は、その位置の周辺又はその位置にいるときにプリチャージロジックを自動的に
開始してもよい。
【００２７】
　プロセッサ１５０は、運転手が通常帰宅する時刻のように特定の時刻にプリチャージロ
ジックをさらに自動的に開始してもよい。また、プロセッサ１５０は、センサ１８２によ
り検出された急峻の程度のように、プリチャージを要し得る他の条件をチェックする。
【００２８】
　プリチャージロジックを作動することに加えて、運転手は、望ましい充電状態に設定し
たいと思うかもしれない。ハイブリッドシステムは、図４中の充電状態ウィンドウ４１０
のような通常の充電状態ウィンドウを有し、充電状態ウィンドウは、メモリ１６０又は無
線接続された別のメモリに保存されてもよい。通常の充電状態ウィンドウ又はエリアは、
通常の操作中に充電状態を区切る。充電状態が充電状態ウィンドウの最小又は下限閾値に
到達したときに、プロセッサ１５０は、エンジン１１０を作動してバッテリユニット１９
５を再充電する。充電状態が充電状態ウィンドウの最大又は上限閾値に到達したときに、
プロセッサ１５０は、エンジン１１０をオフにしてバッテリユニット１９５の充電を停止
する。充電状態ウィンドウは、事前に決定され、且つ、バッテリユニット１９５の寿命を
最大にすることに基づき設定してもよい。充電状態ウィンドウは、事前にベンチテストさ
れ、且つ、通常の走行操作に適するものが決定されてもよい。
【００２９】
　所要の充電状態は、充電状態ウィンドウの上限閾値と同じであってもよい。しかし、運
転手は、図４中の所要の充電状態４２０のように、所要の充電状態を上限閾値を超えて設
定したいと思うかもしれない。運転手は、ハイブリッド車１００内のインターフェースを
介して設定してもよく、又は、プリチャージロジックは、事前に設定された過充電閾値を
有してもよい。運転手は、過充電がバッテリユニット１９５の寿命に悪影響を及ぼし得る
ことについて通知される義務があってもよい。
【００３０】
　図３に戻ると、ステップ３２０で、ボタン１８０がオン状態にあるときに、プロセッサ
１５０は、エンジン１１０を作動する。プリチャージロジックが作動すると、故にプロセ
ッサ１５０は、バッテリユニット１９５を充電するためにエンジン１１０をオンにする。
【００３１】
　ステップ３３０で、バッテリユニット１９５は、充電状態が所要の充電状態に到達する
まで、エンジン１１０により充電される。所要の充電状態は、通常の充電状態ウィンドウ
の上限閾値、又は、バッテリ１９５が過充電となるようなより高い充電状態であってもよ
い。一旦バッテリユニット１９５が所要の充電状態に到達すると、プリチャージロジック
は停止され、且つ、エンジンは切られて充電を停止してもよい。
【００３２】
　また、運転手は、プリチャージを早めに終了する選択肢を有する。運転手は、ボタン１
８０を押してオフ状態にする。プリローンチロジックは、次いで停止される。また、エン
ジン１１０は切られて充電を停止する。しかし、通常のハイブリッドシステムロジックは
、通常のハイブリッドシステムロジックに従い、エンジン１１０を維持して充電を続ける
決定をしてもよい。
【００３３】
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　図４は、充電状態レベルの変化を図示する充電状態グラフ４００を表す。充電状態ウィ
ンドウは、４０％と８０％の間にある。ハイブリッドシステムは、充電状態が６０％を下
回ると大抵は充電され、又は、それを超えると大抵は充電されなくなるように、維持する
ことが望ましい充電状態レベルとして６０％を設定してもよい。別の実施形態において、
充電状態ウィンドウは、複数の異なる閾値を有してもよく、且つ、望ましい充電状態レベ
ルは、必要に応じて異なる値としてもよい。
【００３４】
　充電状態曲線４３０により示すように、充電状態レベルは、ハイブリッド車が走行する
につれて変動する。時刻ｔ0の時点で、運転手は、ボタン１８０を押してプリチャージロ
ジックを作動する。充電状態レベルは、所要の充電状態４２０、図４中の９０％まで上昇
する。このように、プリチャージロジックは、望ましいレベルまで充電状態を運転手に手
動で充電させ、充電状態ウィンドウ４１０を超えてもよい。所要の充電状態４２０により
、ハイブリッド車は、後退操作を実行することができる。
【００３５】
　当業者は、本明細書中に開示された実施例と関連して記載されたロジカルブロック、モ
ジュール及びアルゴリズムステップのあらゆる具体例が、電子機器、コンピュータソフト
ウェア又は両方の組合せとして実装されてもよいことを理解する。さらに、本発明は、プ
ロセッサ又はコンピュータに特定の機能を実施又は実行させる機械可読媒体にも組み込む
ことができる。
【００３６】
　ハードウェアとソフトウェアの互換性を明確に説明するために、あらゆる具体的な構成
要素、ブロック、モジュール、回路及びステップは、これらの機能性に関し、概して上述
された。かかる機能性は、ハードウェア又はソフトウェアとして実装され、特定のアプリ
ケーション及びシステム全体に課される設計上の制約に依存する。熟練の技術者は、各々
の実施形態について異なる方法で記載された機能性を実装するかもしれないが、このよう
な実装判断は、開示された装置及び方法の範囲からの逸脱を招くものとして解釈されるべ
きではない。
【００３７】
　本明細書中に開示された実施例と関連して説明されたあらゆる具体的なロジカルブロッ
ク、ユニット、モジュール及び回路は、本明細書に記載の複数の機能を実行するように設
計された汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉ
ｔ：ＡＳＩＣ）、ＦＰＧＡ（フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ）又は他のプ
ログラム可能なロジックデバイス、個別のゲート、トランジスタロジック、個別のハード
ウェア構成要素、又はこれらのいずれかの組合せとともに、実装され又は実行されてもよ
い。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、選択的に、プロセッサは
、いかなる従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ又はステートマシン
であってもよい。また、プロセッサは、計算装置の組合せとして実装されてもよく、例え
ば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連
動する１つ又は複数のマイクロプロセッサ、又は、その他このような設計として実装され
てもよい。
【００３８】
　本明細書中に開示された実施例と関連して説明された方法又はアルゴリズムの複数のス
テップは、ハードウェアの中、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールの中
、又はこの２つの組合せの中に直接組み込まれてもよい。方法又はアルゴリズムの複数の
ステップは、実施例中で与えられた順番から交互に実行されてもよい。ソフトウェアモジ
ュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰ
ＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ又は他
のいかなる形態をした従来の記憶媒体に内在してもよい。典型的な記憶媒体は、プロセッ
サが記憶媒体からの、又は、に対して情報を読み取る又は書き込むことができるようにプ
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ロセッサと接続している。別の実施形態において、記憶媒体は、プロセッサと一体化され
ていてもよい。プロセッサと記憶媒体は、特定用途向け集積回路に内在してもよい。特定
用途向け集積回路は、ワイヤレスモデムに内在してもよい。別の実施形態において、プロ
セッサと記憶媒体は、ワイヤレスモデムの中に別個の構成要素として内在してもよい。
【００３９】
　開示された実施例についての先の説明は、開示された方法や装置を当業者に製造又は使
用可能にさせるために与えられる。これらの実施例に対するあらゆる変更は、当業者にと
って明白であり、且つ、本明細書中に定義された原理は、開示の方法及び装置の精神又は
範囲から逸脱することなく、他の実施例に適用されてもよい。説明された実施形態は、全
側面における具体例としてのみに考えられ、且つ、限定的ではなく、発明の範囲は、それ
故に、前述の明細書よりもむしろ添付のクレームにより示される。クレームと同等の意味
及び範囲内になる全ての変更は、これらの範囲内に包含される。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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